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薬剤師免許証の申請等について 

○厚生労働省で管理する薬剤師名簿に登録されなければ、薬剤師として業務を行うことはできません。 
 国家試験合格後すみやかに免許申請を行ってください（ただし、登録申請期限はありません。）。 

１．免許証交付までの事務の流れ 

 ① 合格発表 → ② 合格証書（ハガキ）の発送 
・本人への到着 → ③ 薬剤師免許の申請 

 住所地の最寄りの保健所へ申請。 
取扱っていない地域は都道府県庁へ申請      

→ 
④ 都道府県庁より厚生労働省に申

請書類の到着 
 申請書類の審査 

→ 
⑤ 薬剤師名簿の登録 
 申請してから約２ヶ月で薬剤師名簿 
に登録、同時に登録済証明書を発行 

→ 
⑥ 免許証の発送 
 登録から約２ヶ月で免許証を厚生労働
省から都道府県庁に発送 

→ ⑦ 免許証の交付 
 都道府県庁（保健所）を経由し、本人の手元に免許証が届く（申請してから最長で５ヶ月程度かかります。） 

① 国家試験の合格発表について 

 令和８年３月25日（水曜日）午後２時に厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載します。 

※ 厚生労働省ホームページについて、合格発表時刻前後はアクセスが集中するため、一時的に表示ができなくなる場合がありますので、

あらかじめご了承下さい。 

 合否についての問い合わせ、受験番号の照会等については一切応じられません  
② 合格証書の発送等 

・合格者には合格発表日に合格証書（はがき）を発送します。 

・合格したにもかかわらず、合格発表日から２週間以上経過しても合格証書が届かない場合は、必ず本人が、受験地・受験番号を控え

たうえで厚生労働省へ電話で問い合わせること。 

 なお、出願時の住所から転居をした場合は必ず郵便局で転居届の手続きを行うこと。その場合、郵便局間の転送等で到着まで時間が

かかります。 

・合格証書は免許証申請時に必要となります。合格証書左上の｢第～号｣の合格証書番号は、免許申請書の所定の欄に必ず記載すること。 

 (合格証書を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。） 

③ 薬剤師免許申請手続について 

Ⅰ 免許申請に必要な書類について 

(1) 免許申請書（別添の申請書を使用すること。） 

(2) 診断書（別添の診断書を使用し、診断日の翌日から起算して１ヶ月以内のものを添付すること。） 

・「専門家による判断が必要」と診断された場合、該当項目に係る診療科の主治医又は専門医による詳細な診断書（診断書様式の裏面）

をあわせて提出すること。 

・「病院、診療所又は介護老人保健施設等の名称」欄は、診断した病院、診療所等の名称を正確に記入されているものであること。 

（例)「○○医科大学」「○○大学第一内科」「○○外科教室」等は、病院又は診察所と認められないため不可。「○○大学附属病院」は可。 

・障害の状況や合理的配慮について、本人より意見等があれば、別途添付（様式不問）も可（提出は任意）。 

（3) 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書（※コピー不可。発行日の翌日から起算して６ヶ月以内のものを

添付すること。住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書にあっては本籍地都道府県の記載のあるものを提出すること。） 

（注)個人番号が記載されていないものを提出すること。以下同じ。 

・薬剤師国家試験の受験申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名、国籍が異なる者（本人が出願時に書き間違えた場合も含む）

又は旧姓併記を希望する者は、戸籍抄(謄)本を添付すること。 

・日本国籍を持たない者については、以下の書類を添付すること。 

 中長期在留者・特別永住者：住民票の写し又は住民票記載事項証明書（国籍等を記載したものに限る。） 

 短期在留者：旅券その他の身分を証する書類の写し 

（4) 過去に罰金以上の刑に処せられたことのある者については、以下の書類を添付すること。 

・罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書の写し（原本は持参し、照合を受けること。） 

・罰金刑については、当該罰金にかかる領収証書（紛失した場合、支払った旨の申述書） 

・反省文 

Ⅱ 申請書の記入方法について 

（1) 黒のボールペンを使用し、楷書で正確に記入すること。 

（2) 氏名欄の記載については、必ず戸籍に記載されている文字を使用すること。 

（3) 日本国籍を持たない者については、本籍地欄には国名、生年月日欄は西暦で記入すること。 

（4) 記入方法は、裏面の「見本様式」を確認すること。 

Ⅲ 登録免許税の納付方法について※（1)、（2)のいずれか 

（1) 登録免許税として、30,000円分の収入印紙を申請書の収入印紙欄に貼付すること。 

 (注)収入印紙への消印は行わないこと。 

（2) 税務署等の窓口で現金納付した場合は、申請書の裏面に領収証書を貼付すること。 

Ⅳ 登録済証明書について（発行が必要な方のみ） 

 薬剤師名簿登録から免許証の交付まで期間を要することから、薬剤師名簿に登録されたことを迅速に証明するため、オンラインで

のお手続きが可能です。就職先で求められることがありますので、必要の有無を確認してください。発行を希望する者は、以下の手

続きを行ってください。 

 なお、登録済証明書は薬剤師名簿登録日に発行します。 

登録済証明書の発行については厚生労働省のホームページ 

「医師等免許登録確認システム」にて、合格発表日以降に申請者自身が手続きを行ってください。 

（URL：https://confirmationdt.mhlw.go.jp/） 

「医師等免許登録確認
システム」については

こちら→



（1) はがきの登録済証明書が必要な場合 

・官製はがきを申請書とともに提出すること。 

・はがきの表面は、受取先の郵便番号、住所及び氏名を記入し、所定の切手を貼付すること。 

・速達を希望する場合は、郵便番号欄の上に朱書きで「速達」と記入の上、所定の切手を貼付すること。 

・官製はがきの裏面は厚生労働省にて記載するため、白紙のまま提出すること。 

（2) 免許申請後に転居をした場合は、必ず郵便局で転居届の手続きを行うこと。 

（3) 申請時に官製はがきを添付し忘れた場合は下記を参考に手続きを行ってください。 

 （URL：https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakuzaishi/dl/tourokuzumi-01.pdf） 
Ⅴ 申請書類の提出方法について 

（1) 申請書類は、住所地を管轄する保健所（取扱いのない地域は都道府県庁）に提出すること。 

 (注)窓口が不明な場合は、都道府県庁の薬剤師免許担当部署に問い合わせること。 

（2) 書類は、「申請書」「診断書」「戸籍抄（謄）本（又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書）」の順に重ね、左上をホチキス

でとめてから提出すること。登録済証明書の発行を希望する者は、申請書類の最後にそのはがきをクリップでとめ、提出すること。 

（3) 受付窓口にて、薬剤師免許申請有資格者であることの証明として合格証書原本を提示し、申請書に記載した合格証書番号との照

合を受けること。 

 (注)必ず合格証書到着後に免許申請を行うこと。 

（4) 申請書の記載内容又は添付書類に不備がある場合、薬剤師名簿登録まで通常より時間を要することになるため、提出前に必ず確

認を行うこと。 

④、⑤申請書類の審査、登録 

 申請書類は、厚生労働省において到着順に書面審査を行い、薬剤師名簿に登録されます。 

 名簿に登録されるまで、申請後約２ヶ月の期間を要します。 

⑥、⑦薬剤師免許証の交付 

 免許証は、厚生労働省から都道府県庁へまとめて発送します。更に申請を行った窓口を経由して申請者に交付されます。通常は薬剤

師名簿登録から約２ヶ月の期間を要します。 

 免許申請後、免許証を受け取るまでの間に転居や連絡先等の変更があった場合は、速やかに申請書類を提出した保健所等に届け出る

こと。 

 

 

○薬剤師免許の申請手続き等については厚生労働省ホームページ 

「薬剤師免許の申請手続き等について」を参考に申請者本人が手続きを行ってください。 

（URL：https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakuzaishi/menkyo.html） 

薬剤師免許の申請手続き等
についてはこちら→


